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◇

宿直料‘H直料は課税対象？

Q:当社は休日または夜間の留守番勤務の

必要から、1回の宿直または日直に対して

3,000円の宿日直料と食費1,000円を支給して

います。源泉所得税の徴収が必要でしょうか。

A:1日400円が源泉所得税の課税対象に

なります。

【解説】

日直または宿直の勤務に従事した従業員に

支払う日直料または宿直料は、原則として給

与等に該当しますので、源泉所得税の課税対

象となります。

しかし、実費補填などの考慮から1回に支

払う日直料または宿直料のうち、3,600円ま

での部分の金額については、課税しなくてよ

いことになっています。ただし、ご質間のよ

うに、食事の支給がある場合には、3,600円

から食事の価額を控除した残額までの部分の

金額だけが非課税となります。

また、次のような場合の日直料、宿直料に

ついては、その全額が給与等として課税対象

になります。

(1)守衛、留守番、警備員などのように、休日

夜間勤務を正常の勤務とする者に対し、そ

の本来の仕事について支給する日直料、宿

直料

(2)日直、宿直に対し代日休暇が与えられる者

に支給する日直料、宿直料

(3)一定額で支給せずに受給者ごとに給与の階

級区分に応じて定められた金額（給与にス

ライドさせた金額など）により支給する日

直料、宿直料
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